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公示 

本競技会は、社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の公認のもとに国際自動

車連盟（ＦＩＡ）の国際モータースポーツ競技規則とその付則、それに準拠したＪＡＦの

国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定、ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則および本競

技会特別規則に従って開催される。 

 

第１条 競技会の名称 

 新城フレッシュマンラリー２００８ 

第２条 競技会の種目 

 ラリー競技開催規定の付則「第１種アベレージラリー開催規定」に従ったタイムラリー 

第３条 競技格式 

 ＪＡＦ公認クローズド格式 公認番号：２００８－２３０６ 

第４条 開催日程 

 ２００８年０６月０１日（日） 

第５条 開催地および競技距離 

 愛知県新城市内 約１００ｋｍ 

第６条 競技内容 

（１）競技方法：第１種アベレージラリー 

（２）指示速度走行区間（目標タイムを指示したタイム走行を含む）：有 

（３）スペシャルステージ：無 

（４）総走行距離：約１００ｋｍ 

第７条 オーガナイザー名及び住所 

 名 称：モンテカルロ・オート・スポーツ・クラブ（ＪＡＦ加盟クラブ No.23011） 

 所在地：〒４８０－１１１２愛知県愛知郡長久手町砂子７１８ 株式会社ラック内 

 ＴＥＬ：０５６１－６３－０１０１ 

 ＦＡＸ：０５６１－６３－３５３５ 

 E-Mail：ｍａｓｃ＿ｂｃ＠ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ 

 ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｈｏｍｅｐａｇｅ３．ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ／ｍａｓｃ／ 

第８条 大会役員 

 ８．１．名誉大会役員 

     大会会長 ：穂積 亮次（新城市長） 

 ８．２．組織委員会 

     組織委員長：勝田 照夫（ＭＡＳＣ会長） 

     組織委員 ：米谷 展生（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会長） 

     組織委員 ：澤田 耕一（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会副部会長） 

     組織委員 ：船木 一祥（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会事務局長） 

     組織委員 ：増井 伸裕（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会愛知支部） 

     組織委員 ：鳥居 昭夫（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会福井支部） 

     組織委員 ：大弥 保憲（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会石川支部） 

     組織委員 ：野村  長（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会富山支部） 

     組織委員 ：山田 政樹（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会三重支部） 

 ８．３．競技会審査委員会 

     審査委員長：井上裕紀子（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会愛知支部） 
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     審査委員 ：柳原 勝巳（ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会岐阜支部） 

第９条 競技会役員 

    競  技  長：米谷 展生（ＭＡＳＣ） 

    副 競 技 長：長坂 眞澄（ＭＡＳＣ）、香川 秀樹（ＭＡＳＣ） 

    コース委員長 ：澤田 耕一（ＳＨＩＲＯＫＩＹＡ） 

    副コース委員長：大倉  聡（ＭＡＳＣ）、田中  潤（ＭＡＳＣ） 

    計時委員長  ：鳥居 昭夫（Ｄｕｃｋｂｉｌｌ） 

    副計時委員長 ：村田 正成（ＭＡＳＣ）、神山佐知子（ＭＡＳＣ） 

    技術委員長  ：増井 伸裕（ＲＴＮ） 

    副技術委員長 ：船木 淳史（ＭＡＳＣ） 

    救急委員長  ：大弥 保憲（ＭＲＴ－金沢）ＪＭＲＣ中部認定救急安全委員 

    救 急 委 員：足立さやか（ＭＡＳＣ）ＪＭＲＣ中部認定救急安全委員 

    医 師 団 長：北村 伸二（ＭＡＳＣ）整形外科医 

    事 務 局 長：船木 一祥（ＭＡＳＣ） 

    事 務 局 員：沼口 和己（ＭＡＳＣ）、橋本 洋子（ＭＡＳＣ） 

第１０条 参加車両 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則第１０条（２）および（３）による。 

 但し、６点式以上のロールケージを装着していることが望ましい。 

第１１条 クルーの装備品 

 （１）安全ベルト、ヘルメット、グローブは必ず着用すること。ヘルメットは、２００ 

    ８年のＪＡＦ国内競技車両規則第４編付則「ラリー競技に参加するクルーの装備 

    品に関する付則」に従ったものが望ましい。但しナビゲーターについてはグロー 

    ブの着用を免除する。 

 （２）競技中は最低限、長袖長ズボンを着用すること。 

 （３）４点式以上の安全ベルトを装着することが望ましい。 

第１２条 参加資格 

 本競技会に参加できる競技者は、当該車両を運転するに有効な運転免許証を取得してい 

 る者とする。但し２０才未満の参加者は、親権者の承諾書を主催者に提出しなければな 

 らない。 

第１３条 クラス区分 

 クラス区分無し。 

第１４条 参加台数 

 併催の「新城ジュニアラリー２００８」の参加者を含め、合計で３０台に制限する。な 

 お、併催の「新城ジュニアラリー２００８」と併せて６０台を超える場合、さらに制限 

 をする場合がある。 

第１５条 参加料 

 競技車両  ：￥２０，０００．（１台につき） 

 サービス員 ： ￥４，０００．（１名につき） 

 サービス車両： ￥１，０００．（１台につき） 

  ※参加料に含まれるもの 

   ≪競技車両≫ 

    ・競技終了後のクルー２名のＢＢＱ費用（飲料を除く） 

    ・リザルト１部 
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   ≪サービス員≫ 

    ・競技終了後のサービス員１名のＢＢＱ費用（飲料を除く） 

     （ＢＢＱに参加しないサービス員は登録不要） 

   ≪サービス車両≫ 

    ・サービス車両登録証１枚 

     （サービス車両は競技車両１台につき１台までとする） 

第１６条 保険の加入 

 参加者は、ラリー競技に有効な対人賠償保険および搭乗者保険（または共済もしくはそ 

 れに準ずる制度）に加入すること。なお、対物保険にも加入することを推奨する。 

第１７条 受付期間 

 ２００８年０４月２２日（火）～０５月２０日（火）必着 

第１８条 参加申込先及び問い合わせ先 

 参加申込先：〒４８０－１１１２愛知県愛知郡長久手町砂子７１８ 

       株式会社ラック内 ＭＡＳＣ事務局 宛 

 問い合せ先：０９０－２９４８－３９２８（担当：米谷） 

 Ｆ Ａ Ｘ：０５６１－６３－３５３５ 

 E-MAIL  ：ｍａｓｃ＿ｂｃ＠ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ 

 追加情報 ：ｈｔｔｐ：／／ｈｏｍｅｐａｇｅ３．ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ／ｍａｓｃ／ 

第１９条 タイムスケジュール 

 （１）参加受付・サービス受付 

    日時：２００８年０６月０１日（日） ０６：００～０７：００ 

    場所：新城市サイクリングターミナル 

 （２）公式車検 

    日時：２００８年０６月０１日（日） ０６：３０～０７：２０ 

    場所：新城市サイクリングターミナル 駐車場 

 （３）初心者講習会 

    日時：２００８年０６月０１日（日） ０７：３０～０８：１５ 

    場所：新城市サイクリングターミナル 研修室 

 （４）第１回審査委員会 

    日時：２００８年０６月０１日（日） ０８：１５～０８：３０ 

    場所：新城市サイクリングターミナル ラリーＨＱ 

 （５）ドライバーズブリーフィング 

    日時：２００８年０６月０１日（日） ０８：３０～０８：４５ 

    場所：新城市サイクリングターミナル 研修室 

 （６）ラリースタート 

    日時：２００８年０６月０１日（日） ０９：０１ 

    場所：新城市サイクリングターミナル 駐車場 

       但し、併催の「新城ジュニアラリー２００８」の全車スタート後にスター 

       トするものとし、各参加車両のスタート時刻はスターティングリストで指 

       示する。 

 （７）ラリーフィニッシュ 

    日時：２００８年０６月０１日（日） １３：４０頃（予定） 

    場所：新城市サイクリングターミナル 駐車場 
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 （８）バーベキュー大会 

    日時：２００８年０６月０１日（日） １４：３０（予定） 

    場所：新城市サイクリングターミナル内 

 （９）暫定結果発表 

    日時：２００８年０６月０１日（日） １５：００（予定） 

    場所：新城市サイクリングターミナル ラリーＨＱ 

 （１０）再車検 

    日時：２００８年０６月０１日（日） １５：００～（予定） 

    場所：新城市サイクリングターミナル内 

 （１１）表彰式 

    日時：２００８年０６月０１日（日） １５：３０～（予定） 

    場所：新城市サイクリングターミナル内 

第２０条 賞典 

 １～３位ＪＡＦメダル、副賞 

 但し、参加台数の３０％を超えない範囲で賞典を制限する。 

第２１条 参加申込 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第２２条 参加受理 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第２３条 ゼッケン 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第２４条 受付 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第２５条 公式車両検査 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第２６条 コース 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第２７条 スタート 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第２８条 チェックポイント（ＣＰ） 

 （１）ＣＰは原則としてコース進行方向の左側に設置し、ＣＰ看板及び白線にて明示す 

    る。 

 （２）ＣＰに並進して入ってはならない。並進して入った場合、進行方向右側の競技車 

    は計測しない。 

 （３）別途指示がある場合を除き、ＣＰより確認しうる地点にて時間調整と見なされる 

    故意の減速、停止を行ってはならない。 

 （４）ＣＰでは役員の指示に従い、ＣＰライン通過後計時車付近で停止し、ＣＰカード 

    を受け取るものとする。 

 （５）ＣＰに関する一切の申し立ては、そのＣＰの役員に速やかになされなければなら 

    ない。また、それに要した時間は、各自取り戻すものとする。 

 （６）ＣＰ及びフィニッシュは、原則として先頭スタート車の標準通過時刻の１５分前 

    に開設し、最終スタート車の標準通過時刻に３０分を加えた時間で閉鎖する。但 

    し、状況に応じて閉鎖時刻を繰り上げることがある。 
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 （７）ＣＰ付近より確認できる違反行為、ルール無視、故意の時間調整、右側下車等を 

    行った場合、ＣＰチーフの連絡により競技長経由で競技会審査委員会の決定によ 

    りペナルティを科す権限を有する。 

第２９条 パスコントロールポイント（ＰＣ） 

 本競技会では、パスコントロールポイントを設定しない。 

第３０条 計時 

 （１）計時は、ＮＨＫの時報を基準にした役員の時計を用いる。 

 （２）計時は、原則として計測ラインを前輪が通過した時とする。 

 （３）ＣＰにおける計時は、分未満を切捨とし分単位で計時する。 

    但し秒計時ＣＰにおける計時は、秒未満を切捨とし秒単位で計時する。 

 （４）ＣＰからのスタート時刻は、ＣＰカードに記載された時、分とする。但し、秒計 

    時ＣＰからのスタート時刻は、ＣＰカードに記載された時、分、秒の次分００秒 

    とする。 

 （５）コース上にて再スタートＣＰを設ける場合がある。この場合のスタート時刻は、 

    ００秒とする。また、各再スタートＣＰまでは速やかに移動し、各再スタート時 

    刻を故意に遅らせてはならない。コース役員が故意に遅らせたと判断した場合、 

    ＣＰチーフの連絡により競技長経由で競技会審査委員会の決定によりペナルティ 

    を科す権限を有する。 

 （６）不可抗力により競技を中断した場合の再スタート地点では、役員の任意の合図に 

    より計時した時、分、秒をその地点のスタート時刻とし、これによる不利益につ 

    いての抗議は、一切受け付けない。 

 （７）サービス地点入口のＣＰおよびＦＣＰは早着減点をとらない。 

第３１条 減点 

 （１）各区間において実走行所要時間と基準時間との差について、１分につき１０点と 

    し、算出された各区間の減点を加算し減点合計とする。 

 （２）別途指示される再スタートＣＰから秒計時ＣＰまでの区間は、実走行所要時間と 

    基準時間との差について、１秒につき１点とする。 

第３２条 採点 

 （１）別途指示ある場合を除き、競技参加者は各ステージ終了後指定の時間内にチェッ 

    クカード等を貼付し、かつ必要事項を記入した上で採点シートを受付に提出しな 

    ければならない。 

 （２）採点シートの提出が指定時間を過ぎた場合、競技会審査委員会の決定によりペナ 

    ルティを科す場合がある。 

 （３）各自採点した減点に誤りがあった場合、正しい減点に訂正した後、競技会審査委 

    員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 

第３３条 参加者の遵守事項 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第３４条 サービス 

 （１）整備作業の監督を担当する競技役員 … 技術委員長：増井 伸裕 

 （２）整備作業は、サービスパークでのみ行うことができる。但し、外部からの援助を 

    受けることなくクルー自らが車載の道具類のみを使用して作業を行う場合はこの 

    限りではない。 

 （３）サービスパークには、競技車両の他には登録されたサービスカー以外は入場出来 



 7

    ない。 

 （４）競技会技術委員長の許可が必要な整備作業を行う場合、所定の整備申告書に記入 

    し、技術委員長の許可を得ること。また、作業後には整備申告書を必ず技術委員 

    長まで提出すること。 

 （５）整備作業を行うことができる者は、当該車輌の乗員およびオーガナイザーが認め 

    た作業員（登録されたサービスクルー）とする。 

 （６）整備作業実施後は必ず競技会技術委員の確認を受けること。 

 （７）整備作業を行うときは、必ずシートを敷いて行い、サービスパークの美化に努め 

    ること。 

第３５条 ペナルティ 

 付表１に示す。 

第３６条 失格規定 

 第３５条の表に記された規則違反による失格以外に、以下の事項が競技長に確認された 

 場合は競技会審査委員会の決定により失格となる。 

 （１）競技中にシートベルト、ヘルメット、グローブ、レーシングスーツ（指示された 

    区間）を着用しなかった場合。 

 （２）競技中に交通違反をし、警察官の取り調べを受けたとき。 

 （３）加害者、被害者を問わず、競技中に交通事故を起こしたとき。 

 （４）競技中車両内にラジオ、携帯電話を除く無線機の持込を行ったとき。 

 （５）他の競技車を故意に妨害したとき（妨害された競技者の申告により競技長がそれ 

    を認めたとき） 

 （６）サービスパーク以外で車両を牽引または運搬した場合、あるいはクルー以外の第 

    ３者が競技車両を押して移動させた場合（安全上やむを得ない場合を除く）。 

 （７）競技会役員の指示に従わなかったとき。 

 （８）走行マナーおよび競技者としての態度、品行、言動に問題がある場合、またはス 

    ポーツマンシップに反する場合。 

 （９）参加申込書、その他の書類に偽りの記載をし、その後発覚したとき。 

第３７条 ペナルティの例外 

 自チーム以外の死傷者の緊急を要する救助の為、減点又はペナルティが科せられた時は 

 当該事情を考慮し、これを軽減又は免除する場合がある。但し競技長が事実を認め競技 

 会審査委員会が必要と判断した時に限る。 

 尚、この申告は速やかに行なわれなければならない。 

第３８条 抗議 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第３９条 損害の保証 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第４０条 競技会の中止又は延期 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第４１条 競技会の成立 

 ２００８年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則による。 

第４２条 成績 

 成績は合計減点＋ペナルティ点数の少ないものを上位とし、同点の場合は次の順序によ 

 って順位を決定する。 
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 （１）ペナルティが少ない方 

 （２）減点０区間の多い方 

 （３）競技会審査委員会の判断 

第４３条 付則 

 （１）本共通規則の適用は、各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 

 （２）本特別規則に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則とその付則、国際 

    モータースポーツ競技規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則ならびに 

    ＪＭＲＣ中部統一規則に従って開催される。 

 （３）本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員 

    会の決定を最終とする。 

 （４）初心者講習会の受講希望者は、事前に参加受付及び公式車検を終えておくこと。 

 

２００８年０４月２１日 

新城フレッシュマンラリー大会組織委員会 
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付表１ 

分類 対象となる参加者の行為 適用される罰則 

競技中にクルーまたは車両を変更したと

き 

リタイヤの申告をせず競技から離脱した

とき 

クルーのうち１名が競技から離脱した場

合 

著しく車体、保安部品または排気系を破

損しており、オーガナイザーから競技の

離脱を勧告されているにもかかわらず続

行した場合 

ＣＰカードを改ざんした場合 

クルーまたは関係者間で不正行為があっ

た場合 

失格 

サービスパーク以外の場所でクルー以外

のものから車両の整備、修理を受けた場

合、また燃料補給指定場所以外で燃料補

給を受けた場合 

車両規則違反が発見されたとき 

競技会審査委員会の裁定により失格

を上限とする罰則が適用される。 

参加者またはクルーがブリーフィングに

遅刻または欠席したとき 

ＣＰカードに時刻が記入されていない場

合 

競技中にクルー以外の第３者を競技車両

に乗せた場合（負傷者を搬送する場合を

除く） 

定められたラリー行程から逸脱した場合

（競技会審査委員会が不可抗力と認めた

場合を除く） 

サービスパーク内で 20km/h を超えて走

行した場合、またはパーク内のものに不

安や危険を与える走行をした場合 

競技会期間中、オーガナイザーから指示

された時刻や時間制限に従わなかった場

合 

競技全般 

本表に記載されている事項以外で、オー

ガナイザーから罰則適用の提案があり、

競技会審査委員会により当該案件が国内

競技規則１１に基づく罰則の対象となる

と判断された場合 

競技会審査委員会の裁定により失格

を上限とする罰則が適用されること

がある。 
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定められた時刻にスタート前の車両検査

を受けなかった場合（競技会審査委員会

が不可抗力と認めた場合を除く） 

スタートが認められない 

スタート前の車両検査において規則に適

合していないと判断された場合 

スタートが認められない（ただし、

競技会審査委員会は、規則に合致さ

せるための限られた修復時間を与え

ることができる） 

車両検査 

参加者が特別規則書に定められた必要書

類を持参しなかったことにより車両検査

委員が当該車両の適格性について確認出

来なかった場合 

競技会審査委員会の裁定によりスタ

ートの拒否を上限とする罰則が適用

されることがある。 

指示された順序に従い、かつ競技ルート

の進行方向に沿ってチェックインしなか

った場合 

失格 

ＣＰの責任者の指示に従わない場合 競技会審査委員会の裁定により失格

を上限とする罰則が適用されること

がある。 

クルー側の原因でスタート時刻に遅れた

場合 

１分につき１０点（分未満切り上げ）

（但し、故意の場合は失格） 

ＣＰ 

ＣＰ開設時間を超えて遅着した場合 失格（ただし、競技会審査委員会は、

競技長の提案があれば失格となる基

準時間を延長することができる。こ

れらの失格は、その場合、該当する

クルーには速やかに通知される） 

クルーまたは競技車両に起因して自己の

スタートが遅れた場合 

１分の遅れにつき６０点（分未満切

り上げ） 

再スタートの合図が出されてから２０秒

以内に再スタート出来ない場合 

別途指示される再スタートＣＰから秒計

時ＣＰまでの区間を逆走した場合 

失格 

オーガナイザーが定めた基準所要時間か

ら１５分を超えてフィニッシュした場合

（超過時間の算出は分単位（分未満切り

上げ）とする） 

失格（ただし、競技会審査委員会は、

競技長の提案があれば失格となる基

準時間を延長することができる。こ

れらの失格は、その場合、該当する

クルーには速やかに通知される） 

反則スタート（再スタート合図よりも先

に車両が前進した場合） 

最初の違反：１０点 

２回目の違反：６０点 

３回目の違反：１８０点 

４回目以降の違反：競技会審査委員

会の裁定により失格を上限とする罰

則が適用される。 

別途指示される再スター

トＣＰから秒計時ＣＰま

での区間 

指示された再スタート時刻または再スタ

ート位置に従わない場合 

競技会審査委員会の裁定により失格

を上限とする罰則が適用される。 
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クルーの過失により別途指示される再ス

タートＣＰから秒計時ＣＰまでの区間の

スタート／フィニッシュ時刻が記入出来

ない場合 

３００点 

別途指示される再スタートＣＰから秒計

時ＣＰまでの区間において何らかの援助

を受けた場合 

競技会審査委員会の裁定により失格

を上限とする罰則が適用されること

がある。 

 

別途指示される再スタートＣＰから秒計

時ＣＰまでの区間上での停車時に、負傷

者がいないにも関わらずＯＫマークを後

続車に提示しなかった場合 

競技会審査委員会の裁定により罰金

（場合によってはその他の罰則）が

課されることがある 

セクション 各セクションのいずれかの終了地点にお

いて遅着時間が合計３０分を超えた場

合、または競技会全体を通じて遅着時間

が合計６０分を超えた場合（これらの時

間は、ペナルティタイムではなく実際の

遅着時間を合計して算出する。いかなる

場合も遅着時間と早着時間との差し引き

は行われず、それぞれが独立してタイム

ペナルティの対象となる。従って遅着時

間の合計に早着時間は含まれない。） 

失格（ただし、競技会審査 

委員会は、競技長の提案が 

あれば失格となる基準時間 

を延長することができる。 

これらの失格は、その場合、 

該当するクルーには速やか 

に通知される） 

 


